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１．基本方針

� 公共交通機関として、輸送の安全を第一に考え、
「経営のトップ」が先頭に立ち、全ての従業員が
安心・安全が最も重要であることを認識した上で
取り組んで参ります。



２．輸送の安全に関わる目標

� 「お客様の安全」を最優先に考えると共に

常に輸送の原点に立ち返り、安全確保に努める

� 全従業員が、無事故・無違反に努める。

� お客様サービスを充実させ

安心・安全をお客様に提供することに努める。

� 輸送の安全に関する情報について

積極的に公表する。



３．安全対策の実施要領

•乗務員教育による安全確保の
再認識

•当社独自の「安全七則」の徹底

•毎月月初に掲げる「安全重点項
目」の徹底

再認識

•乗務員教育で事故事例や
実際のドライブレコーダーの
映像を使った教育

•外部講師を
招いた安全講習会の実施
（紋別警察署等と連携）

•車両装着された
ドライブレコーダーの
データからの乗務指導の実施

教育



輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
事故に関する統計

� 行政処分を受けた内容及び講じた措置等
� なし

� 自動車事故報告規則第２条に規定する事故に関する統計
� 令和５年度 実績 ０件

� 令和６年度 目標 ０件

� 事故防止にかかわる目標
� 重大事故 令和６年度目標 ０件 令和５年度実績 ０件

� 人身事故 令和６年度目標 ０件 令和５年度実績 ０件

� （内、有責事故 令和６年度目標 ０件 実績 ０件）

� 物損事故 令和６年度目標 ３件 令和５年度実績 ６件（５０％削減）

� （内、有責事故 令和６年度目標 ０件 実績 １件）

※年度については、４月１日から３月３１日まで



輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置

� 輸送の安全のために講じた措置（令和５年度）

・確実な点呼の実施

・アルコール検知器を使用した検査

・ＩＣチップの利用した運転免許証の所持・有効期限の確認

・不正薬物の不定期検査の実施

・ドライブレコーダーの全車装備

・セーフティーラリーへの参加

� 輸送の安全のために講じようとする措置

・昨年度実施した措置の継続を行い

また状況に応じて改善を行っていきます。



輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制



輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況

乗務員指導教育 令和6年度計画
※新型コロナウイルスの影響を鑑み、会議や講習については感染対策を⾏った上で、柔軟な対応を⾏う

〇役職者会議
◎安全講習
 (全従業員)
〇健康診断
（全従業員）
○紋別警察署
 交通課
 冬道での
 ⾃動⾞の特性

〇役職者会議
〇適性診断

〇役職者会議
◎冬道安全講習
サロマテストコー
ス

〇役職者会議
○⽕災⾞両対策実
施訓練
○適性診断に
 よる個人面談

貸
切
バ
ス
教
育

〇事業⽤⾃動⾞を運転する場合の⼼構え
〇事業⽤⾃動⾞の運⾏の安全を確保するための基本的事項
 （道路交通法を初めとする遵守すべき法令）
〇事業⽤⾃動⾞の構造上の特性
 （⾞⾼・視野・死角・内輪差・制動距離等に
  関する事項（実⾞使⽤））

〇乗⾞中の旅客の安全を確保するために留意すべき事項
〇旅客が乗降するときの安全を確保するために留意すべき事項
〇営業区域における道路及び交通の状況
〇危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
〇運転者の運転適性に応じた安全運転

〇交通事故に関わる運転者の⽣理的および
 ⼼理的要因およびこれらへの対処方法
〇健康管理の重要性
〇安全性の向上を図るための装置を備える
 事業⽤⾃動⾞の適切な運転方法
（2月を除く）

〇ドライブレコーダーの記録を活⽤した安全運転の指導（運転者の運転特性に応じた安全運転及びヒヤリ・ハット体験等の⾃社内での共有）

主
な
教
育
内
容

〇役職者会議
◎安全講習
 (全従業員)
○春の全国
 交通安全
 運動に伴う
 デイライト
 運動

〇役職者会議
◎内部監査
(前年度評価)
◎事故防止対策委
員会

〇役職者会議
〇健康診断
（⾼齢運転者）

〇役職者会議
○夏の全国
 交通安全
 運動に伴う
 デイライト
 運動

〇役職者会議
〇運⾏管理者
 講習

〇役職者会議
○秋の全国
 交通安全
 運動に伴う
 デイライト
 運動

〇役職者会議
◎事故防止対策委
員会
◎懇談会

〇役職者会議
○冬の全国
 交通安全
 運動に伴う
 デイライト
 運動

○秋の全国
 交通安全
 運動について

○日没事故
 防止月間
 実施

○冬の全国
 交通安全
 運動について

○年末・年始
 輸送安全
 総点検に
 ついて
〇北紋バス
 安全運転宣言

○異常気象
 での事故
 防止月間

事
故
防
止
等
取
組
項
目

○春の全国
 交通安全
 運動について
〇R6.4からの
 法令改正につい
 て

○⾏楽シーズン
 での交通事故
 防止月間

○夏の全国
 交通安全
 運動について

○⾏楽シーズン
 での交通事故
 防止月間

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月



輸送の安全に係る内部監査の結果並びに
それに基づき講じた措置及び講じようとする措置

令和６年６月７日に令和５年度分の内部監査を実施いたしました。

監査内容については、基本方針にもあります輸送の安全を第一に考える方針に

基づき、経営トップ、安全統括責任者に対する安全に関する確認、また運行管

理責任者に対する安全に関する関係法令や規程などの遵守が適切に実施をされ

ているか確認しました。その結果、安全に対する管理体制の有効性及び適合性

において概ね適正であることを把握しました。



安全統括管理者について
安全管理規程について

・安全統括管理者は下記の者を選任しております

常務取締役 大島 喜隆

・安全管理規程について

別紙にて添付しておりますので、ご確認下さい。


